
多久小城医療企業団郵便入札実施要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 本企業団が発注する建設工事及びこれに関連する業務以外の業務委託及び物品の

製造、修理、購入、賃貸借の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札を郵便により行う

場合（以下「郵便入札」という。）における入札その他の取り扱いについては、多久小城

医療企業団会計規程（令和７年規程第１８号。以下「規程」という。）第７２条の規定に

より準用する多久市財務規則（平成１１年規則第５号。以下「規則」という。）その他の

法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。 

（通知） 

第２条 郵便入札の通知する事項は、規則第８６条第１項各号又は第９９条に規定するも

ののほか次の事項を通知等するものとする。 

 （１） 多久小城医療企業団企業長（以下「企業長」という。）が提出を指定する書類 

 （２） 入札回数 

 （３） 第１１条に規定する無効入札となる郵便入札の条件 

 （入札書） 

第３条 郵便入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、仕様書、図面、

契約書の案、現場案内等（以下「仕様書等」という。）を熟知の上、郵便入札書（様式第

１号。以下「入札書」という。）を郵送しなければならない。この場合において、仕様書

等について疑義があるときは、告示又は通知書に示した期間内において、関係職員に説

明を求めることができる。 

２ 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税対象者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額に１１０分の１００を乗じて得た額を入札書に記載

しなければならない。 

３ 入札書は、見積金額その他必要事項が記入され、届出印鑑（多久市または小城市に届

出をしている印鑑をいう。以下同じ。）が押印されていなければならない。 

 （郵送の方法等） 

第４条 入札書及び第２条第 1 号の企業長が提出を指定する書類（以下「入札書等」とい

う。）の郵送に要する費用は、入札参加者が負担するものとし、その郵送は、次の方法に

より行うものとする。 

 （１） 一般書留郵便物又は簡易書留郵便物として郵送すること。 

 （２） 封筒は、内封筒及び外封筒の二重封筒を使用すること。 

 （３） 入札に付された１事業の入札書１枚につき、内封筒１枚を使用すること。 

 （４） 入札書は、入札に付された事業名及び入札参加者の氏名を記入した内封筒にい

れ届出印鑑で封印し、指定書類とともに外封筒に封入すること。 

 （５） 外封筒の表は、入札書在中と朱書きし、裏は、入札を行う日時並びに入札参加

者の氏名及び住所を記入すること。 

２ 入札書等の到着期限は、開札（入札書を開くことをいう。以下同じ。）の日の前々日（当

該日が多久小城医療企業団の休日に関する条例（令和７年条例第１号）第１条第１項に

規定する企業団の休日に当たる場合にあっては、その直前の日）とする。 



３ 入札参加者は、地方自治法施行令（平成２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項

各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後２年間入札代理人とす

ることはできない。 

（見積内訳書） 

第５条 入札参加者は、見積内訳書を提出しなければならない。なお、提出しない場合は

失格とし、提出に当っては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

 （１） 入札参加者は、入札金額に対応する見積内訳書を作成し、入札書と併せて内封

筒に封入しなければならない。 

 （２） 見積内訳書には、入札件名、あて名並びに入札参加者の住所・氏名を記載する

こと。 

（３） 見積内訳書の内容は、相当する項目ごとの金額等を表示したものとする。ただ  

し、入札談合に関する情報を受けた場合における見積内訳書の内容は、各区分、

種別及び細別に相当する項目ごとの数量、金額等を表示したものとすることがあ

る。 

 （入札の辞退） 

第６条 指名を受けた者又は入札参加資格を認められた者が郵便入札を辞退する場合は、

入札書等の到着期限までに郵便入札辞退届（様式第２号）を契約管財係等に直接持参し、

又は郵送しなれればならない。 

２ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受

けるものではない。 

 （公正な入札の確保） 

第７条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に反する行為を行ってはならない。 

 （入札の取りやめ等） 

第８条 規則第９１条各号に規定するときは入札を中止とする。 

２ 到着期限までに入札書等が１通も到達しなかった入札及び全ての指名業者から郵便入

札辞退届が提出された入札は、不調とする。 

３ １者以上の応札があった入札は、有効なものとして取り扱う。 

 （入札書等の保管） 

第９条 到着期限までに到着した入札書等は、外封筒を開封して内封筒を開札日時まで厳

重に保管するものとする。 

２ 到着した入札書等は、撤回（第６条第１項の規定により辞退する場合を除く。）又は差

替えをすることはできない。 

 （開札の立会い） 

第１０条 開札は、郵便入札開札立会申請書（様式第３号）を提出した入札参加者又は入

札を事務としない企業団の職員（ただし、入札参加者の立会いの申請がないときに限る。

以下これらを「立会人」という。）を立ち会わせて行なわなければならない。 

２ 立会人は、次のことを確認し、郵便入札立会人署名書（様式第４号）に署名するもの

とする。 

 （１） 郵便入札参加者一覧と内封筒の氏名 

 （２） 内封筒の封かん 

 （３） 開札の状況、落札札及び無効札 



（無効の入札） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

 （１） 入札書等が到着期限に間に合わなかった場合 

 （２） 入札書を内封筒に封入していない場合 

（３） 内封筒、入札書及び企業長が指定する書類に記入している入札に付された事業

名が異なる場合 

（４） 入札書の金額、氏名及び印影が誤脱又は判読不可能であった場合 

（５） 入札書の文字及び記号が容易に消せる場合 

（６） 入札書の金額にアラビア数字を用いていない場合 

（７） 入札書の金額が訂正されていた場合 

（８） 参加資格のない者が入札を行った場合 

（９） 次のいずれかの見積内訳書が提出された場合 

ア 入札額と一致しない場合（千円未満の端数処理を除く） 

  イ 見積もった額の合計から一括等で値引きした場合 

  ウ 記載すべき項目について記載がない場合 

  エ その他内容に誤りのある場合 

（１０） 佐賀県暴力団排除条例施行規則（平成２３年佐賀県公安委員会規則第７号）

第３条に規定する暴力団等が入札を行った場合 

（１１） 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した場合 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、郵便事故その他入札参加者の責めに帰すことができ

ない事由であり、かつ、開札を行う日の前日（当該日が多久小城医療企業団の休日に関す

る条例第１条第 1 号に規定する企業団の休日に当たる場合にあっては、その直前の日）

に到着した場合は、到着期限内に到着したものとみなす。 

（落札者の決定） 

第１２条 落札者は、予定価格の範囲内で最低の金額をもって入札した者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の

範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって

入札した者を落札者とする。 

３ 最低入札者が複数あるときは、くじ番号による決定方法（自動決定方式）により落札

者を決定するものとする。 

 （再入札） 

第１３条 前条の規定により落札者がない場合は、２回に限り再入札を行うことができる。 

２ 再入札を行うときは、第２条に規定するもののほか最低入札金額を通知するものとす

る。 

３ 第６条第１項の規定により辞退した者、無効入札をした者及び最低制限価格を設けた

入札において最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することが

できない。 

 （落札しなかった者への通知） 

第１４条 企業長は、落札者と契約を締結した後速やかに、落札者以外の入札参加者に対

し書面によりその旨を通知するものとする。 

 （入札の延期） 



第１５条 郵便事故その他天災が発生した場合は、郵便入札の延期又は取消しをすること

ができる。 

 （非常時の措置） 

第１６条 第８条及び前条の規定により郵便入札の中止、延期又は取消しをした場合、直

ちに郵便入札参加者に連絡するものとする。この場合において、中止し、又は取り消した

ときの入札書等は、郵便入札参加者に返却するものとする。 

（落札者の決定の取消し） 

第１７条 落札者の決定の日から契約締結の日の前日までの期間に、多久市または小城市

から指名停止措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。この場合にお

いて、本企業団は、一切の損害賠償の責を負わない。 

（仮契約の解除） 

第１８条 前条の規定は、仮契約の解除について準用する。この場合において、同条中「落

札者の決定の日から契約締結の日の前日までの期間に」とあるのは「仮契約締結の日か

ら本契約締結の日の前日までの期間に」と、「落札者の決定を取り消すものとする」とあ

るのは「仮契約を解除するものとする」と読み替えるものとする。 

 （契約の保証） 

第１９条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の１００分の１０以上の契約保証

金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除することがで

きる。 

２ 保証の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 

 （１） 契約保証金（現金）の納付 

 （２） 有価証券（利付国債に限る。）の提供 

 （３） 銀行、発注者が確実と認める金融機関または保証事業会社の保証 

 （４） 履行保証保険 

 （契約書提出期限） 

第２０条 契約書の提出期限は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 落札者は、落札決定の日から原則として５日（企業団の休日（多久小城医療企

業団の休日に関する条例（令和７年条例第１号）に規定する企業団の休日をいう。）

は含まない。）以内の、発注者が掲げる日までに契約書を提出しなければならない。

ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 

 （２） 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しな

いことがある。 

 （異義の申立） 

第２１条 入札をした者は、入札後、この要綱及び仕様書等についての不明を理由として

異議を申し立てることはできない。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 


